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社名 サンアロマー株式会社

英語社名 SunAllomer Ltd.

事業内容 合成樹脂（ポリプロピレン）の製造・加工および販売

設立 １９９９年６月１日

資本金 ６２億円

代表者 代表取締役社長 ゴダード・フォン・イルゼマン

株主 ライオンデルバセルグループ、昭和電工株式会社、新日本石油株式会社

従業員数 約２１０名

売上げ ６７４億円（２００７年）

本社
〒140-0002 東京都品川区東品川 二丁目２番２４号 天王洲セントラルタワー ７階

名古屋支店
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 一丁目１６番３０号 東海ビルディング ８階

大阪支店
〒550-0011 大阪市西区阿波座 一丁目４番４号 野村不動産四ツ橋ビル ３階

大分工場
〒870-0189 大分県大分市大字中ノ洲 ２番地

川崎工場
〒210-0865 川崎市川崎区千鳥町 １３番１号

川崎ディベロップメントセンター
〒210-0863 川崎市川崎区夜光 二丁目３番２号

● 会社概要
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私たちサンアロマーは、日本レスポンシブル・ケ

ア協議会に加盟し、環境・安全活動の推進につい

て、レスポンシブル・ケア活動を柱として実行してい

ます。

レスポンシブル・ケア活動の実行に当たっては

「レスポンシブル・ケア行動指針」を定め、長期計画

(３年間)および年度目標を立てて活動し、評価を実

施しています。

●レスポンシブル・ケアに関する取り組み

レスポンシブル・ケア(RC)とは？

世界の化学業界では化学物質を製造し、または取
り扱う事業者が、化学物質の開発から製造、物流、使
用、最終消費を経て廃棄に至るすべての過程におい
て、自主的に「環境・安全・健康」を確保して活動の成
果を公表し、社会との対話、コミュニケーションを行う
活動をしており、この活動を「レスポンシブル・ケア」と
呼んでいます。

レスポンシブル･ケア行動指針

健康･安全･環境の改善のために

 私たちは、事業を行なう上で関係するすべての法令および規制を遵守します。

 私たちは、健康･安全･環境を脅かすリスクを減じ、適切な運用ができる管理体制を築

き、これを確実に実行します。

 私たちが生産･使用する化学物質の全てのライフ･サイクルにおいて、健康と安全の確

保、そして環境保護といった観点から業務活動を見直すとともに改善に努めます。

 当社従業員および当社の事業に直接的または間接的に関わる人々すべての健康と安

全は、私たちにとって最も重要な事柄であり、私たちは、すべての事故は避けられるもの

であると信じ、この信念に基づいて改善の努力を続け、長期的な持続可能な発展に寄与し

ます。

 健康･安全の確保および環境の保護については、設備の新設･増設および改造時と同

様に、新製品の開発や新たな事業においても最優先に取り組んでいきます。

 私たちは当社の事業が環境に与える悪影響を最低限に抑えることに努め、このことを

当社の事業活動上の意思決定の基本理念とします。

 事業活動に基づく地球環境への負荷については、省エネルギー、リサイクル化による

廃棄物の低減および化学物資排出の削減などの活動を通して、極力減少させていきま

す。

 環境保護活動の参加に力をいれ、有効な社会とのコミュニケーションを通じ、私たちの

会社と社会との相互理解と信頼の向上に向けて努力します。
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レスポンシブル・ケアを推進するための体制とし

て規程類の整備、組織の構築を実施しています。

推進体制は下記の通りです。

本社組織、事業所組織

事業所：大分工場、川崎工場、川崎ディベロップメントセンター

年に一度、副社長を団長とするレスポンシブル・ケア監査を各事業所に対して実施しています。

監査は、マネジメントに関する書類監査、現場の安全性を確認する現場パトロールを中心に実施してい

ます。監査結果はレスポンシブル・ケア委員会で報告され、また、指摘事項などへの対応状況を定期的に

チェックしています。

また大分工場、川崎両工場では、環境の維持と継続的改善を行うために、環境マネジメントシステム

（ISO14001）に基づき、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Ａｃｔ）のPDCAサイクルを進めていま

す。

さらに品質マネジメントシステム（ISO９００１）の認証も取得しており、両システムに基づき内部監査を定

期的に実施し、PDCAサイクルが実行できているか検証をおこなっています。

●マネジメントシステム

規程類
安全管理規程
レスポンシブル・ケア実施規程
設備安全性事前評価要領
設備事故･労働災害措置要領
事故･災害情報活用手要領
Basell HSE Guideline 取扱い要領
危機管理対応規程
化学物質管理規程
購入品の MSDS 取扱い要領
製品安全管理要領

マネジメントシステム

レスポンシブル・ケア監査

事業所長 レスポンシブル・ケア総括者 事務局
環境保安担当部署

レスポンシブル・ケア委員会
年２回開催

ISO 環境・品質マネジメントシステム

社長、事業所長は、レスポンシブ
ル・ケア委員会に参加

社長 レスポンシブル・ケア委員会 事務局
環境保安･品質保証室
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会社として社会からの信頼を得るためには、まず公正性、誠実性が求められます。

法令遵守の取り組みとしては、法令遵守窓口を設け、社内での法令違反の恐れがある事柄について社

員は誰でもこの窓口を通じ問題提起をすることができ、会社はそれに対して対応をとることが求められて

います。

また、監査役は定期的に本社各部門・支店・事業所を訪問し、法令・定款ならびに社内規程に基づいて

業務執行がなされているか、監査を行っています。

法令遵守への取り組み

法令遵守基本方針

当社は、経営基本原則（Business Principle）に基づき、当社の業務に関わる法令および公正な
社会規範を遵守してまいります。

1. 社会的責任

(1) 社会の責任ある一員として事業を行い、法令を遵守し、基本的人権を尊重します。

(2) 社会の持続可能な発展に貢献するために、法令を遵守し、健康、安全および環境の維持・

改善に配慮します。

2. 公正な取引

(1) 競争関連法令に従って、自由かつ公正な競争を追求します。

(2) 政治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。

3. 適正な情報管理

(1) 事業活動上、知り得た個人情報および機密情報を適正に取り扱います。

(2) 社会、環境および個人に対する責任の観点から、関係当事者に適時適切な情報提供を行い

ます。

4. 政治活動

(1)事業目的の追求のために、法令の規定内で、社会的に責任のある活動を行ないます。

(2)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断します。
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２００６年４月に施行された改正省エネ法（エネ

ルギーの使用の合理化に関する法律）および改正

温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）に

おいて、製造部門での温室効果ガス排出量の報告、

物流部門で一定規模以上の輸送を行っている荷

主に対するエネルギーの使用量等の報告および

省エネ計画の策定が義務付けられました。

当社の昨年の工場で使用したエネルギーから換

算した二酸化炭素排出量は右の通りです。大分工

場と川崎工場の差は製品生産量の差異によるも

のです。

二酸化炭素などの温室効果ガスの発生量を抑

えること、ひいては環境保全、資源の節約のため

には、工場での使用エネルギーを節約することが

必要です。

当社では、大分・川崎工場が「第一種エネルギ

ー管理指定工場」となっており、従来より省エネル

ギー活動の推進を行っています。

右図に２００３年を１.０としたときのエネルギー原

単位の推移を示しました。ほぼ順調にエネルギー

原単位の減少が達成されています。

省エネルギーのための具体的な活動として、生

産効率の向上、生産プロセスの改良、熱の回収利

用、省エネ機器の導入等に取り組んでいます。

● 環境保全

CO2排出量データ

省エネルギーの取り組み
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当社は特定荷主として２００６年度のエネルギー使用量（原単位）を基準として、２００７年度からの５年

間でエネルギー使用量（原単位）を平均年１％削減することを目指しています。

特定荷主：省エネ法で規定された輸送量の多い荷主。年に一回物流部門の省エネ対策、設備投資等とその

期待効果についての計画を国に提出するとともに、エネルギー使用量、エネルギー消費原単位、省エネ取り組

み状況、エネルギー起源ＣＯ２排出量を報告することが義務づけられています。

２００６年度には約１３％あった汎用製品の４ｔｏｎ未満の小口配送を、２００７年度には更に約９％まで削

減することが出来ました。その結果、製品のトラック輸送の配送頻度を削減しトラックから排出されるＣＯ２

の削減が出来ました。２００６年度の物流におけるエネルギーの使用量から換算したＣＯ２排出量は１２，８

００トン、２００７年度は１１，９００トンです。

さらに従来は大分工場のみで生産していた製品を川崎工場でも生産する技術開発を行い、共通生産品

の種類を増やしたことで、製品をよりお客様に近い工場から出荷・配送することができるようになりました。

この開発により工場からの製品配送距離が短縮され、結果的にトラック配送における環境負荷を低減す

ることが出来ました。

今後も小口配送の削減を更に進めること、および両工場での共通生産品を増やすことで、トラック配送

における環境負荷低減を進めていきます。

２００４年～２００７年の産業廃棄物の発生量、最

終的に埋立処分にまわされた量の推移は右図の

とおりです。

発生量については、年ごとに増減がありますが

川崎ディベロップメントセンターでは分別収集によ

り、産業廃棄物自体の発生抑制に効果をあげてい

ます。

産業廃棄物の最終埋立処分量は分別収集、再

利用化の徹底により、昨年は大分工場で埋立処分

量ゼロを達成しました。今後もこのレベルを維持継

続するよう引き続き、きめ細かい対応をとってゆき

ます。

廃棄物対策

物流における省エネルギーへの取り組み
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ＶＯＣ（揮発性有機化合物）は、大気中に排出さ

れると大気汚染の原因となり、人の健康へ影響を

与える恐れがあります。当社の VOC の大気への

排出量は右図の通りです。排出量の多くは川崎工

場の設備から製造に伴い発生するものですが、２

０１０年に装置の改造を予定しており、これらの

VOC を回収、燃焼処理へ回すことにより排出量の

大幅な改善を目指します。

当社で取り扱っている化学物質のうち、数種類

が PRTR 法で定められた対象物質に該当します。

対象物質については排出量・移動量のマテリアル

バランスを把握しています。２００７年度は、いずれ

の物質も取扱量は少なく（１トン未満）、報告義務対

象外でした。

環境改善のための投資金額（大分・川崎工場）

の推移は右図の通りです。

年により重点投資分野は異なりますが、総体的

には各分野への投資を万遍なく行っています。

VOCの排出

PRTR 対象物質の管理

環境対策投資金額

ＰＲＴＲ法

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律」。３５４の化学物質を指
定。
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大分工場、川崎工場は高圧ガス保安法に基づく認定保安検査実施者および認定完成検査実施者とし

て経済産業大臣により４年連続運転／2 年連続運転の認定を受けています。

川崎工場は昨年末より認定の更新作業に入り、今年の３月に無事更新手続きを終えました。

両工場については、レスポンシブル・ケア監査の際に、法律に基づいた本社による監査を実施し、検査

管理組織および工場が経済産業大臣の定める基準に沿って保安管理システムを運用しているかを確認

しています。

４年に一度、当社の最大の株主である LyondellBasell 社による監査が実施されています。設備の安全

面、保安管理のマネジメントシステムについて審査を行い、最近では２００６年に大分工場、川崎工場でそ

れぞれ４日間にわたり詳細な監査が行われました。川崎ディベロップメントセンターは保安管理のマネジメ

ントシステムと現場の安全について１日かけて実施されました。

これらの監査では多くの指摘事項が挙げられましたが、日本では法律によって要求されない海外の基

準、LyondellBasell 社の基準等についても、受け入れることが可能なものについては、安全環境の更なる

改善のため積極的に取り入れるようにしています。

設備・操業の安全確保のための投資を継続的

に行っています。大分・川崎両工場への安全・防災

対策の投資金額、設備メンテナンス費用はここ数

年高いレベルで推移し、安全・防災対策投資は主

に設備の老朽化・事故防止対策（爆発・火災・漏

洩）に向けられています。

● 保安防災

自主保安の推進

LyondellBasell 社による事業所の監査

安全・防災への投資
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当社は、「全ての事故は避けられるものであると信じ」（レスポンシブル・ケア行動指針）RC 活動に取り

組んでいます。

この信念の元、各事業所ではヒヤリハット活動・５S 活動・危険予知活動などの日常安全活動、教育訓

練、安全標語の募集など、さまざまな安全活動を実施しています。

また、毎年７月に行われる安全週間に合わせて、社長の安全メッセージを電子メールで全社員に周知

し、各事業所では安全週間行事を実施しています。

ヒヤリハット活動では、提出件数とともに発生したヒヤリハットに対して適正な処置を講じた割合を目標

件数に掲げ、月ごとに推移を把握し、活動を推進しています。

残念ながら今年の１月に協力会社の社員が関係する事故が２件発生しましたが、すぐに安全対策を行

い、また類似事故の発生を防止するため社内への水平展開を実施しています。さらに協力会社と再発防

止のための取組み（安全監査の実施、協定書による安全管理、安全活動の規定）も推進しました。

２００７年においては、３ＰＬ（3rd Party Logistics）体制のもとで物流の安全管理体制の維持・向上を目的

とした物流監査を、主な契約倉庫および輸送会社において１回実施しました。

また、契約倉庫および輸送会社におけるヒヤリハットを用いた安全管理の結果として、２００７年実績で

は、２１７件のヒヤリハットが報告され、２１７件に全てに関して是正処置が完了しています。

さらにLyondellBasell グループにおける事故事例を関係する物流会社の方々と共有し、水平展開するこ

とで国内物流における事故防止に取り組んでいます。

● 労働安全衛生

● 物流安全

物流における安全管理

安全実績
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MSDS（Material Safety Data Sheet）とは、化学

物質を取り扱う人の安全と健康を確保するために、

化学物質の危険・有害性を中心とした情報を、供

給者が顧客など関係者に提供するためのデータシ

ートです。

当社の販売する製品については、ＪＩＳの作成規

定に基づいた「製品安全シート」を整備し、使用者

へ必要な危険・有害性情報を提供しています。海

外向けに英語版のＭＳＤＳも作成しています。

化学物質管理への要求の高まりから当社の製

品に環境負荷物質が含有されていないかの調査

依頼も急増しています。

昨年は、労働安全衛生法の改正もあり、含有化

学物質の通知・表示義務が整備されました。

今後も化学物質に関し、顕在化する問題の早期

把握に努め、環境負荷物質の管理を推進してゆき

ます。

当社で扱う化学物質については、安全性評価を実施し、これら購入資材の MSDS を入手して適正に管

理しています。また事業所内で取り扱う際のリスク評価を実施し、リスク低減のための必要な対策を講じ、

作業者の安全を確保しています。

● 化学品・製品安全

ＭＳＤＳ

取り扱い化学物質の管理

製品含有化学物質の調査

当社製品の MSDS
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日本レスポンシブル・ケア協議会の加盟企業は

地区ごとに、化学企業の環境保全などの取り組み

を地域の皆様によく理解していただくため、「RC 地

域対話」を各地で開催(後援：日本レスポンシブル・

ケア協議会)しています。

当社は最近では２００８年２月に開催された第６

回大分地区レスポンシブル・ケア地域対話に大分

工場が参加しています。

川崎工場、川崎ディベロップメントセンターでは、

社会貢献活動としてセンター周辺の公共地域の清

掃活動に毎月参加しています。

また川崎工場は、コンビナートで実施している近

隣の町内会の見学会、および市内の小学生の社

会科学習のための見学会にコンビナート会社の一

員として毎年参加しております。

● 社会との対話

大分地区レスポンシブル・ケア地域対話
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